
令和３・４年度千早赤阪村入札参加資格審査申請書提出要領（物品・役務提供） 

 

 千早赤阪村の物品の製造販売・役務の提供等の競争入札に参加を希望される方は下記により申請書類

を提出してください。 

 

１．資格要件（次の(1)～(5)の条件をすべて満たす者） 

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。 

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し２年間を経過しない者でな

いこと。また、その者を代理人、支配人、その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者

でないこと。 

(3) 営業について免許、許可又は登録を要するものにあっては、当該免許、許可、登録を受けてい

ること。 

(4) 国税及び地方税を滞納していないこと。 

(5) 千早赤阪村暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力  

団密接関係者に該当する者でないこと。 

 

２．登録有効期間  

   令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

３．申  請 

(1) 受付期間  令和３年２月５日（金）から２月１９日（金）まで 

        （受付期間内の消印（宅配便の場合は配達依頼日）のあるものに限り有効） 

(2) 提出方法  郵送（簡易書留郵便又は一般書留郵便）又は宅配便。ただし、村内業者は持参可

（受付時間：午前９時から午後５時３０分まで。土、日曜日及び祝日を除く）。 

(3) 提出部数  １部 

(4) 提出先及び問い合せ先 

  〒585-8501 南河内郡千早赤阪村大字水分１８０番地 

             千早赤阪村総務課 物品・役務受付あて 

           電話 ０７２１－７２－００８１ 

(5) 記載基準日  令和３年１月１日 

 

４．注意事項 

(1) 申請において虚偽の記載、記入上の不備等があった場合は、この資格を承認しないこと、又は

取り消すことがある。 

(2) 入札参加資格の審査結果は、令和３・４年度の競争入札参加者名簿に登載し、令和３年４月１

日以降、本村のホームページで公開します。なお、登録有効期間内に必ず入札の参加を約束する

ものではありませんので、ご了承ください。   

(3) 年度途中での追加受付はできません。 

(4) 受付後であっても必要に応じて問い合せや資料等の提出をしていただく場合があります。 

(5) 申請書類確認後、返信用封筒で受付票を返送します。 

(6) 申請書提出後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出して下さい。 



(7) 証明書類は、申請書提出の直前３ヶ月以内に各証明権者が発行したものを提出してください。 

(8) 申請に必要な書類は、すべてＡ４サイズで統一してください。また、証明書類等はＡ４用紙に 

原寸コピーしてください。 

(9) 営業経歴書については、直近２年間に官公庁と契約した内容を主に記載し、次に民間実績を記

載してください。 



５．提出書類一覧 

順序 提     出     書     類 部数 複写 

①  一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（物品・役務提供）        【様式１】 １ 不可 

②  営業希望種目                             【様式２】 １ 可 

③  営業所一覧表                             【様式３】 １ 可 

④  営業経歴書（直近２年間分）                      【様式４】 １ 可 

⑤  委任状（支店、支社等が契約を希望する場合のみ）       【村指定共通様式１】 １ 不可 

⑥  使用印鑑届                         【村指定共通様式２】 １ 不可 

⑦  印鑑証明書                               １ 可 

⑧  
登記簿謄本（法人の場合） 

代表者の身分証明書及び代表者の登記されていないことの証明書（個人の場合） 
１ 可 

⑨  

財務諸表類                               

直前１年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び 

利益金処分（損失処理）計算書（又は株主資本等変動計算書） 

１ 可 

⑩ 

納税証明書 

※直近１年間

分 

※未納が無い

ことを確認

できる証明

可 

国税 

イ．法人の場合 法人税、消費税 (「納税証明書(その 3の 3)」も可) 

ロ．個人の場合 所得税、消費税 (「納税証明書(その 3の 2)」も可) 

※新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の

臨時特例に関する法律第３条による国税通則法第46条第1項の規定に

より納税の猶予を受けている場合は、「納税証明書（その 3）」に代え

て、「納税の猶予許可通知書」の写し又はその旨が記載された「納税通

知書（その 1）」。猶予期限までに納付した後、改めて納税証明書を提

出すること。 

 

１ 

 

 

可 

 

都道府県税（契約を希望する営業所分） 

イ． 法人の場合 法人事業税 ロ． 個人の場合 個人事業税 

※新型コロナウイルス感染症の影響等により、猶予制度の適用を受けて

いる方は、「徴収猶予許可書」の写し。猶予期限までに納付した後、改

めて未納が無いことを確認できる証明書を提出すること。 

 

１ 

 

 

可 

 

千早赤阪村に納税義務のある法人又は個人は、上記の他に村民税、固定

資産税の納税証明も添付すること。 

※新型コロナウイルス感染症の影響等により、猶予制度の適用を受けて

いる方は、「徴収猶予許可書」の写し。猶予期限までに納付した後、

改めて未納が無いことを確認できる証明書を提出すること。 

１ 

 

可 

 

⑪ 千早赤阪村暴力団排除条例に基づく誓約書             【村指定様式５】 １ 不可 

⑫ 

別添 
受付票（物品・役務等）                     【村指定様式６】 １ 不可 

⑬ 

別添 
返信用封筒（長３、84円切手貼付、申請者名・住所等を記入すること） １ ― 

(ｱ) ①～⑪の提出書類は、前記の番号順に紙ファイル（Ａ４版、色指定なし）で綴じ、⑫、⑬につ

いては別添とすること。 

(ｲ) ファイルの表と背に業者名を必ず記入すること。 

(ｳ) 前記④は申請者自ら作成している営業実績を記載した書類をもって代用できる。 

(ｴ) 前記①、⑤、⑥、⑪、⑫は本村指定の用紙を使用すること。 

 



(ｵ) 前記①、⑤、⑥、⑪、⑫以外は、複写機による明確な写しをもって代用できる。 

(ｶ) 証明書類は、申請書提出の直前３ヶ月以内に各証明権者が発行したものを提出すること。 

(ｷ) 申請書類の記載事項の基準日は、令和３年１月１日（ただし、決算に関する事項については、

基準日の直前に決算の確定をした日）とする。 

 


